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別表第１

Ｇ．社会福祉学部　社会福祉学科専門教育科目

1 2 3 4 計

社会福祉学入門　 2 2 　必修とする

社会福祉の歴史と思想 2 2 　必修とする

人間の発達と社会 2 2 　必修とする

社会福祉と法 2 2 　必修とする

社会福祉概説Ⅰ 2 2 　必修とする

社会福祉概説Ⅱ 2 2 　必修とする

ソーシャルワーク論の基盤と専門職〔共通〕 2 2 　必修とする

ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ〔共通〕 2 2 　必修とする

ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ〔共通〕 2 2

社会福祉基礎ゼミナールⅠ 2 2 　必修とする

社会福祉基礎ゼミナールⅡ 2 2 　必修とする

社会福祉研究法Ⅰ 2 2 　必修とする

社会福祉研究法Ⅱ 2 2

社会福祉専門ゼミナールⅠ 2 2 　必修とする

社会福祉専門ゼミナールⅡ 2 2 　必修とする

卒業研究 4 4 　必修とする

心理学と心理的支援 2 2 　1科目2単位を修得すること

地域福祉と包括的支援体制Ⅰ 2 2

高齢者福祉論 2 2

国際福祉論 2 2

社会福祉調査論 2 2

福祉政策論 2 2

現代の精神保健の課題と支援Ⅰ 2 2

海外福祉実習 4 4

災害と福祉 1 1

ジェンダー論 2 2 　1科目2単位を修得すること

生涯学習概論 4 4

社会教育経営論Ⅰ 2 2

社会教育経営論Ⅱ 2 2

生涯学習支援論Ⅰ 2 2

生涯学習支援論Ⅱ 2 2

社会教育演習 4 4

社会教育実習 1 1

青少年問題と社会教育 2 2

家庭教育と社会教育 2 2

現代資本主義論 2 2

日本経済論Ⅰ 2 2

世界史 4 4

地理学 2 2

現代哲学 2 2

―――――――――――　　　省　　略　　　―――――――――――

社
会
福
祉
学
関
連
科
目

福
祉
デ
ザ
イ
ン
関
連
科
目

社
会
教
育
関
連
科
目

備　　　　　　　　　　考

社
会
福
祉
学
科
目

基
盤
科
目

展
開
科
目

授　　　業　　　科　　　目
年次及び単位数
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1 2 3 4 計
備　　　　　　　　　　考授　　　業　　　科　　　目

年次及び単位数

地誌概説 4 4

日本史Ⅰ（前近代） 2 2

日本史Ⅱ（近現代） 2 2

社会保障法 2 2

社会学と社会システム 2 2 　1科目2単位を修得すること

社会保障論Ⅰ 2 2

福祉財政論 2 2

障害者福祉論 2 2

児童・家庭福祉論 2 2

知的障害者の心理 2 2

肢体不自由者の心理 2 2

病弱者の心理 2 2

権利擁護を支える法制度 2 2

司法福祉論 2 2

障害児教育論 2 2

スクールソーシャルワーク論 2 2

スクールソーシャルワーク演習 1 1

スクールソーシャルワーク実習 3 3

スクールソーシャルワーク実習指導 1 1

医学概論 2 2

公的扶助論 2 2

社会保障論Ⅱ 2 2

地域福祉と包括的支援体制Ⅱ 2 2

社会福祉管理運営論 2 2

保健医療と福祉 2 2

ソーシャルワークの基盤と専門職〔専門〕 2 2

ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ〔専門〕 2 2

ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ〔専門〕 2 2

ソーシャルワーク演習〔共通〕 2 2

ソーシャルワーク演習〔専門〕Ⅰ 2 2

ソーシャルワーク演習〔専門〕Ⅱ　 4 4

ソーシャルワーク演習〔専門〕Ⅲ　 2 2

ソーシャルワーク入門実習 2 2

ソーシャルワーク実習 8 8

ソーシャルワーク実践論 2 2

ソーシャルワーク実習指導Ⅰ　 2 2

ソーシャルワーク実習指導Ⅱ　 2 2

ソーシャルワーク実習指導Ⅲ　 3 3

精神保健ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ 2 2

精神保健ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ 2 2

精神医学と精神医療Ⅰ 2 2

精神医学と精神医療Ⅱ 2 2

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ
ー

ク
科
目

S
W
専
門
科
目

目

福
祉
教
育
関
連
科
目
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1 2 3 4 計
備　　　　　　　　　　考授　　　業　　　科　　　目

年次及び単位数

現代の精神保健の課題と支援Ⅱ 2 2

精神保健福祉の原理Ⅰ 2 2

精神保健福祉の原理Ⅱ 2 2

精神障害者リハビリテーション論 2 2

精神保健福祉制度論 2 2

ソーシャルワーク演習Ⅰ〔精神〕 2 2

ソーシャルワーク演習Ⅱ〔精神〕 2 2

ソーシャルワーク実習〔精神〕 7 7

ソーシャルワーク実習指導Ⅰ〔精神〕　 2 2

ソーシャルワーク実習指導Ⅱ〔精神〕 4 4

総合演習Ⅰ 2 2

総合演習Ⅱ 2 2

地域デザイン論 2 2

地方自治論 2 2

地域デザイン実習 4 4

ソーシャル･ビジネス論 2 2

ソーシャル・マネジメント論 2 2

医療経済学 2 2

労働法　　　　　　　 2 2

行政法 2 2

社会調査方法論 2 2

倫理学 2 2

憲法Ⅰ〔人権〕 4 4

憲法Ⅱ〔統治機構〕 4 4

現代社会学 2 2

国際政治学 2 2

宗教学 2 2

現代政治学 2 2

社会思想史 2 2

国際経済学Ⅰ 2 2

法学概論 2 2

知的障害者の病理保健 2 2

肢体不自由者の病理保健 2 2

病弱者の病理保健 2 2

知的障害教育方法論Ⅰ 2 2

知的障害教育方法論Ⅱ 2 2

病弱教育方法論 2 2

重複障害・ＬＤ等教育論 2 2

肢体不自由教育方法論 2 2

地
域
デ
ザ
イ
ン
専
門
科
目

教
育
科
目

教
育
専
門
科
目

特
別
支
援
教
育
専
門
科

S
W
展
開
科
目
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1 2 3 4 計
備　　　　　　　　　　考授　　　業　　　科　　　目

年次及び単位数

視覚障害教育論 2 2

聴覚障害教育論 2 2

障害児教育実習 3 3

教科に関する専門的事項に関する科目：中学校（社会）、高校（公民）共通開設

凡例

教科に関する専門的事項に関する科目に該当しない関連科目：中学校(社会）、高校(公民）

教科に関する専門的事項に関する科目：中学校（社会）

教科に関する専門的事項に関する科目：高校（公民）

教科に関する専門的事項に関する科目に該当しない関連科目：中学校(社会）

教科に関する専門的事項に関する科目に該当しない関連科目：高校(公民）

特別支援教育に関する科目

特別支援教育に関する科目に該当しない関連科目

社会福祉学部社会福祉学科の卒業の認定を受けるために修得しなければならない124単位のうち、大学
共通科目38単位及び専門教育科目74単位は、備考欄に定めるところに従い修得するものとし、その余の12
単位は、履修していない大学共通科目、専門教育科目、社会福祉学部他学科専門教育科目、他学部他学科
専門教育科目及び国際交流関係科目（別表第１のⅠ表に定める授業科目）から修得すること。ただし、他
学部他学科専門教育科目及び国際交流関係科目を修得した場合、卒業に必要な単位数に算入できる限度は
８単位とする。
　なお、他学部他学科専門教育科目の授業科目については、別に定めることとする。

目
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Ｊ．教職の基礎的理解に関する科目

1 2 3 4 計

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2 必修とする

教育方法・情報通信技術論 2 2 必修とする

2 2 必修とする

教育相談論 2 2 必修とする

教育実習事前事後指導 1 1

教育実習Ⅰ（中学校） 4 4

教育実習Ⅱ（高等学校） 2 2

教育実践演習（中・高） 2 2

英語科教育法Ⅰ 2 2

英語科教育法Ⅱ 2 2

社会科教育法Ⅰ(地理歴史) 2 2

社会科教育法Ⅱ(公民) 2 2

地理歴史科教育法 2 2

公民科教育法 2 2

商業科教育法Ⅰ 2 2

商業科教育法Ⅱ 2 2

情報科教育法Ⅰ 2 2

情報科教育法Ⅱ 2 2

英語科教育実践指導Ⅰ 2 2

英語科教育実践指導Ⅱ 2 2

社会科教育実践指導Ⅰ 2 2

社会科教育実践指導Ⅱ 2 2

―――――――――――　　　省　　略　　　―――――――――――

中学校社会科は必修とする

必修とする

取得する免許状の種類に応じ、２科目
４単位を修得すること
高等学校地理歴史科及び公民科につい
ては、相当する社会科教育法Ⅰ又はⅡ
を修得したうえで各教育法を修得する
こと

中学校英語科は必修とする

特別活動・総合的な学習の時間の指導法

生徒・進路指導の理論と実践

取得する免許状の種類に応じ、２科目
５単位又は２科目３単位を修得するこ
と

特別支援教育概論 必修とする

道徳教育の理論と実践 必修とする（中免のみ）

教育社会学

教育心理学 必修とする

教育行政論 必修とする

教育学 必修とする

教育史

授　　業　　科　　目
年次及び単位数

備　　　　　　　　　　考

教職入門 必修とする
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別表第２

教育職員免許状所要資格取得のための教育科目

Ａ

Ⅵ．社会福祉学科

単位数
各科目に含めることが
必要な事項

授業科目 単位数

日本史Ⅰ（前近代） 2 必修とする

日本史Ⅱ（近現代） 2 必修とする

世界史 4 必修とする

地理学 2 必修とする

地誌概説 4 必修とする

現代政治学 2 必修とする

法学概論 2 必修とする

社会保障法 2

社会福祉と法 2 必修とする

権利擁護を支える法制度 2

労働法 2

憲法Ⅰ〔人権〕 4

憲法Ⅱ〔統治機構〕 4

日本経済論Ⅰ 2 必修とする

現代資本主義論 2 必修とする

現代社会学 2 必修とする

社会福祉学入門 2 必修とする

人間の発達と社会 2 必修とする

社会福祉概説Ⅰ 2 必修とする

社会福祉概説Ⅱ 2 必修とする

地域福祉と包括的支援体制Ⅰ 2

高齢者福祉論 2

国際福祉論 2

福祉政策論 2

災害と福祉 1

ジェンダー論 2

社会学と社会システム 2

社会保障論Ⅰ 2

児童・家庭福祉論 2

福祉財政論 2

司法福祉論 2

社会保障論Ⅱ 2

地域福祉と包括的支援体制Ⅱ 2

国際経済学Ⅰ 2

社会思想史 2 必修とする

倫理学 2

現代哲学 2

宗教学 2

社会福祉の歴史と思想 2 必修とする

―――――――――――　　　省　　略　　　―――――――――――

免許
教科

免許法施行規則に定める科目区分 左記に対応する開設授業科目
備　　考

社
　
　
　
　
　
　
会

28

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

日本史・外国史

地理学（地誌を
含む。）

「法律学、政治
学」

「社会学、経済
学」

「哲学、倫理
学、宗教学」

科目区分
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社会科教育法Ⅰ（地理歴史） 2 必修とする

社会科教育法Ⅱ（公民） 2 必修とする

社会科教育実践指導Ⅰ 2 必修とする

社会科教育実践指導Ⅱ 2 必修とする

現代政治学 2 必修とする

法学概論 2 必修とする

国際政治学 2 必修とする

社会保障法 2

社会福祉と法 2 必修とする

権利擁護を支える法制度 2

労働法 2

憲法Ⅰ〔人権〕 4

憲法Ⅱ〔統治機構〕 4

日本経済論Ⅰ 2 必修とする

現代資本主義論 2 必修とする

現代社会学 2 必修とする

国際経済学Ⅰ 2 必修とする

人間の発達と社会 2 必修とする

社会福祉概説Ⅰ 2 必修とする

社会福祉概説Ⅱ 2 必修とする

地域福祉と包括的支援体制Ⅰ 2

高齢者福祉論 2

国際福祉論 2

福祉政策論 2

災害と福祉 2

ジェンダー論 2

社会学と社会システム 2

社会保障論Ⅰ 2

児童・家庭福祉論 2

福祉財政論 2

司法福祉論 2

社会保障論Ⅱ 2

地域福祉と包括的支援体制Ⅱ 2

社会福祉学入門 2 必修とする

社会思想史 2 必修とする

現代哲学 2 必修とする

宗教学 2

社会福祉の歴史と思想 2 必修とする

社会科教育法Ⅱ（公民） 2 必修とする

公民科教育法 2 必修とする

各教科の指導法（情報通信技術の
活用を含む。）

公
民

24 「社会学、経済
学（国際経済を
含む。）」

「哲学、倫理
学、宗教学、心
理学」

教科及び教科の指導法に関する科目におけ
る複数の事項を合わせた内容に係る科目

教科及び教科の指導法に関する科目におけ
る複数の事項を合わせた内容に係る科目

各教科の指導法（情報通信技術の
活用を含む。）

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

「法律学（国際
法を含む。）、
政治学（国際政
治を含む。）」
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障害児教育論 2 必修とする

障害者福祉論 2

知的障害者の心理 2 必修とする

知的障害者の病理保健 2 必修とする

肢体不自由者の心理 2 必修とする

肢体不自由者の病理保健 2 必修とする

病弱者の心理 2 必修とする

病弱者の病理保健 2 必修とする

知的障害教育方法論Ⅰ 2 必修とする

知的障害教育方法論Ⅱ 2 必修とする

肢体不自由教育方法論 2 必修とする

病弱教育方法論 2 必修とする

視覚障害教育論 2 必修とする

聴覚障害教育論 2 必修とする

重複障害・ＬＤ等教育論 2 必修とする

3 障害児教育実習 3 必修とする

特
別
支
援
教
育
　
（

知
的
障
害
者
・
肢
体
不
自
由
者
・
病
弱
者
）

特別支援教育の基礎理
論に関する科目

2

特
別
支
援
教
育
領
域
に
関
す
る
科
目

心身に障害のある幼児、児童
又は生徒についての教育実
習

免許状に
定められる
こととなる
特別支援
教育領域
以外の領
域に関す
る科目

心身に障害のある幼
児、児童又は生徒の
心理、生理及び病理
に関する科目
心身に障害のある幼
児、児童又は生徒の
教育課程及び指導法
に関する科目

5

心身に障害のあ
る幼児、児童又
は生徒の心理、
生理及び病理
に関する科目

16

心身に障害のある
幼児、児童又は生
徒の教育課程及
び指導法に関する
科目
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単位数 授業科目 単位数

教育学 2

教育史 2

教職入門 2

教育行政論 2

教育社会学 2

教育心理学 2

特別支援教育概論 2

道徳教育の理論と実践 2

生徒・進路指導の理論と実践 2

教育相談論 2

教育実習事前事後指導 1

教育実習Ⅰ（中学校） 4 　

教育実習Ⅱ（高等学校） 2

2 教職実践演習（中・高） 2

Ｃ．教育職員免許法施行規則第66条の６に定める科目に対応する開設授業科目

単位数 授      業      科      目 単位数

2 日本国憲法 2

2 体育実技Ⅰ 2

Basic SpeakingⅠ 2

2 情報入門 2

―――――――――――　　　省　　略　　　―――――――――――

数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は
情報機器の操作

必修とする

英文学科は必修

体育 必修とする

外国語コミュニケーション 2

英語Ⅰ、ドイツ語Ⅰ、フランス
語Ⅰ、中国語Ⅰ、韓国語Ⅰ

2
英文学科以外は必修、いずれ
か２単位

科                    目

日本国憲法 必修とする

教職実践演習 必修とする

免許法施行規則に定める科目区分 左記に対応する開設授業科目
備  考

教
育
実
践
に
関
す
る
科
目

教育実習
中5
高3

必修とする

いずれか１科目
必修とする

学校体験活動

生徒指導の理論及び方法 必修とする

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な
知識を含む。）の理論及び方法 必修とする

必修とする

道
徳
、

総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法
及

び
生
徒
指
導
、

教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

道徳の理論及び指導法

中10
高8

中学校のみ必修とする

特別活動の指導法

教育の方法及び技術

教育方法・情報通信技術論 2 必修とする

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法

総合的な学習の時間の指導法
特別活動・総合的な学習の時間
の指導法

2 必修とする

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チー
ム学校運営への対応を含む。）

必修とする

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項
（学校と地域との連携及び学校安全への対応
を含む。）

科目 各科目に含めることが必要な事項

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

10

必修とする

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒
に対する理解

必修とする

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラ
ム・マネジメントを含む。）

必修とする

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の
過程

Ｂ．教職に関する科目に対応する開設授業科目

免許法施行規則に定める科目区分 左記に対応する開設授業科目
備考
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別表第３

免許教科

中 学 校 教 諭 １種免許状 英 語

高 等 学 校 教 諭 １種免許状 英 語

中 学 校 教 諭 １種免許状 社 会

高 等 学 校 教 諭 １種免許状 公 民

中 学 校 教 諭 １種免許状 社 会

高 等 学 校 教 諭 １種免許状 地 理 歴 史

高 等 学 校 教 諭 １種免許状 公 民

高 等 学 校 教 諭 １種免許状 情 報

高 等 学 校 教 諭 １種免許状 商 業

中 学 校 教 諭 １種免許状 社 会

高 等 学 校 教 諭 １種免許状 公 民

中 学 校 教 諭 １種免許状 社 会

高 等 学 校 教 諭 １種免許状 公 民

特別支援学校教諭 １種免許状

高 等 学 校 教 諭 １種免許状 公 民

特別支援学校教諭 １種免許状

経済学部 経済法学科

文学部 心理・応用ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

経済学部 経済学科

経済学部 経営情報学科

正規の課程で認定を受けた学部・学科
免 許 状 の 種 類 及 び 免 許 教 科

備　考
種　　　　類

文学部 英文学科

心理学科

社会福祉学部 社会福祉学科

社会福祉学部

―――――――――――　　　省　　略　　　―――――――――――

25



- 601 - 

 

北星学園大学 学位規程 （案） 

 

第１章 総   則 

 

〔目 的〕 

第１条 この規程は、学位規則（昭和 28年文部省令第９号）第 13条に基づき、北星学園大学（以下

「本学」という）において授与する学位について必要な事項を定めることを目的とする。 

〔学位の種類〕 

第２条 本学において授与する学位は次のとおりとする。 

１ 学 士 

２ 修 士 

３ 博 士 

〔学位の名称〕 

第３条 この規程により学位を受けた者が、学位の名称を用いるときは、本学名を付記するものとす

る。 

 

第２章 学   士 

 

〔学士の学位授与の要件〕 

第４条 学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。 

Ⅱ 学位記は、卒業証書を兼ね別記様式１のとおりとする。 

〔専攻分野の名称〕 

第５条 学士の学位には、その専攻の区分に従い、次の専攻分野の名称を付記する。 

 

専 攻 の 区 分 専 攻 分 野 の 名 称 

文 学 部 
英 文 学 科 英 文 学 

心理・応用コミュニケーション学科 心理・応用コミュニケーション学 

経 済 学 部 

経 済 学 科 経 済 学 

経 営 情 報 学 科 経 営 情 報 学 

経 済 法 学 科 経 済 法 学 

社会福祉学部 

福 祉 計 画 学 科 福 祉 計 画 学 

福 祉 臨 床 学 科 福 祉 臨 床 学 

社 会 福 祉 学 科 社 会 福 祉 学 

心 理 学 科 心 理 学 

 

第３章 修   士 

 

〔修士の学位授与の要件〕 

第６条 修士の学位は、本学大学院（以下「本大学院」という）「修士課程」に２年以上在学し、所定

の単位を修得した上、修士論文の審査又は特定課題研究の成果の審査及び最終試験に合格した

者に授与する。ただし、在学期間に関しては、特に優れた業績をあげた者は、本大学院修士課

程に 1年以上在学すれば足りるものとする。 

Ⅱ 学位記は、別記様式２の１又は別記様式２の２のとおりとする。 
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〔専攻分野の付記〕 

第７条 修士の学位には、その専攻の区分に従い、次の専攻分野の名称を付記する。 

         専 攻 の 区 分           専 攻 分 野 の 名 称 

社会福祉学研究科   社 会 福 祉 学 専 攻    社 会 福 祉 学 

               臨 床 心 理 学 専 攻    心 理 学 

文 学 研 究 科   言語文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻    言語文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

経 済 学 研 究 科   経 済 学 専 攻    経 済 学 

〔修士論文の審査又は特定課題研究の成果の審査及び最終試験の基準〕 

第８条 修士論文の審査又は特定課題研究の成果の審査及び最終試験に関する基準並びに必要な事項

については、これを別に定める。 

〔修士論文の審査又は特定課題研究の成果の審査及び最終試験の方法並びに審査委員会〕 

第９条 修士論文の審査又は特定課題研究の成果の審査及び最終試験は、本大学院研究科の審査委員

会が行う。 

Ⅱ 前項の修士論文の審査又は特定課題研究の成果の審査及び最終試験の方法並びに審査委員会

に関する事項については、別にこれを定める。 

〔合否の決定・学位の授与〕 

第 10条 修士論文の審査又は特定課題研究の成果の審査及び最終試験の合否は、審査委員会による結

果及び研究科委員会の議を経て学長が決定する。 

Ⅱ 学長は、前項に基づき修士の学位を授与すべき者には所定の学位記を授与し、授与できない

者にはその旨を通知する。 

 

第４章 博   士 

 

〔博士の学位授与の要件〕 

第 10 条の２ 博士の学位は、本大学院博士〔後期〕課程に３年以上在学し、所定の単位を修得した

上、学位論文の審査及び最終試験に合格した者に授与する。 

Ⅱ 本大学院の博士〔後期〕課程を経ない者で、博士の学位を得ようとする者は、博士の学位論

文を提出して審査を請求できる。 

Ⅲ 前項の博士論文を提出して審査を請求した者には、本大学院学則第 29条の定めるところに

より学位を授与する。 

Ⅳ 学位記は、別記様式３又は４のとおりとする。 

〔専攻分野の付記〕 

第 10条の３ 博士の学位には、その専攻の区分に従い、次の専攻分野の名称を付記する。 

専 攻 の 区 分         専攻分野の名称 

社会福祉学研究科   社会福祉学専攻    社会福祉学 

〔博士論文の審査及び最終試験の方法並びに審査委員会〕 

第 10条の４ 博士論文の審査及び最終試験は、本大学院研究科の審査委員会が行う。 

Ⅱ 前項の博士論文の審査及び最終試験の方法並びに審査委員会に関する事項については、別に

これを定める。 

〔合否の決定・学位の授与〕 

第 10条の５ 博士論文及び最終試験の合否は、審査委員会による結果及び研究科委員会の議を経て学

長が決定する。 

Ⅱ 学長は、前項に基づき博士の学位を授与すべき者には所定の学位記を授与し、授与できない

者にはその旨を通知する。 

〔学位授与の報告〕 
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第 10条の６ 本学が博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から３か月以内に、別記様

式第一により文部科学大臣に学位授与報告書を提出するものとする。 

〔論文要旨の公表〕 

第 10条の７ 本学は博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から３か月以内に、

その学位に係るその論文の内容を要旨及び審査の結果の要旨をインターネットの利用により

公表するものとする。 

第 10条の８ 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位の授与を受けた日から１年以内に、その

論文の全文を公表するものとする。ただし、学位の授与を受ける前に、すでに公表したときは、

この限りではない。 

Ⅱ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、

本学の承認を受けて、当該論文の全文に代えて、その内容を要約したものを公表することが

できる。この場合、本学は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。 

Ⅲ 前２項の規定に基づき、博士の学位を授与された者が行う公表は、インターネットの利用に

より行うものとする。 

 

第５章 雑   則 

 

〔学位の取消〕 

第 11条 学士、修士又は博士の学位を授与された者が、不正な方法により学位を受けた事実が判明し

たときは、学長は、学士については当該学部教授会の、修士及び博士については当該研究科委

員会の議決に基づいて、授与した学位を取消すものとする。 

Ⅱ 前項の規定により学位を取消された者は、その学位記を本学に返付しなければならない。 

 

 

附   則 

この規程は、平成３年９月１日から施行する。 

附   則 

この規程は、平成４年４月１日から施行する。 

附   則 

この規程は、平成８年４月１日から施行する。 

附   則 

この規程は、平成 11年４月１日から施行する。 

附   則 

この規程は、平成 12年４月１日から施行する。 

附   則 

この規程は、2001年４月１日から施行する。 

附   則 

この規程は、2002年４月１日から施行する。 

附   則 

この規程は、2004年４月１日から施行する。 

附   則 

この規程は、2006年４月１日から施行する。 

附   則 

この規程は、2009年４月１日から施行する。 

附   則 
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この規程は、2013年４月１日から施行する。 

Ⅱ 第６条第 1項のただし書きは、当分の間、経済学研究科にのみ適用する。 

附   則 

この規程は、2013年９月１日から施行する。 

附   則 

この規程は、2015年４月１日から施行する。 

附   則 

この規程は、2016年４月１日から施行する。 

附   則 

この規程は、2023年４月１日から施行する。 
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